
 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成19年度全適団体の状況です(総計109団体、270病院) 

新たに13団体( 21病院)、全適団体となっております。 

 

 

 
※色つき  が、新規全適団体です。 

青森県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 

茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 
都道府

県 
新潟県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 

(27団体) 兵庫県 鳥取県 島根県 徳島県 香川県 

 愛媛県 高知県 長崎県 大分県 宮崎県 

 鹿児島県 沖縄県       

札幌市 仙台市 横浜市 川崎市 広島市 政令指
定都市 
(6団体) 北九州市     

函館市(北海道) 留萌市(北海道) 稚内市(北海道) 中標津町(北海道) 盛岡市(岩手県)

奥州市(岩手県) 藤沢町(岩手県) 大崎市(宮城県) 横手市(秋田県) 仙北市(秋田県)

白鷹町(山形県) いわき市(福島県) 川口市(埼玉県) 草加市(埼玉県) 銚子市(千葉県)

市町村 

等 
(76団体) 

松戸市(千葉県) 旭市(千葉県) 君津中央病院企業団(千葉県) 青梅市(東京都) 八丈町(東京都)

 氷見市(富山県) 岡谷市(長野県) 大町市(長野県) 佐久市(長野県) 波田町(長野県)

 三好町(愛知県) 四日市市(三重県) 伊勢市(三重県) 桑名市(三重県) 近江八幡市(滋賀県)

 東近江市(滋賀県) 福知山市(京都府) 舞鶴市(京都府) 亀岡市(京都府) 池田市(大阪府)

 吹田市(大阪府) 貝塚市(大阪府) 枚方市(大阪府) 泉佐野市(大阪府) 和泉市(大阪府)

 伊丹市(兵庫県) 赤穂市(兵庫県) 宝塚市(兵庫県) 高砂市(兵庫県) 川西市(兵庫県)

 海南市(和歌山県) 橋本市(和歌山県) 有田市(和歌山県) 鳥取市(鳥取県) 岩美町(鳥取県)

 智頭町(鳥取県) 南部町(鳥取県) 日南町(鳥取県) 松江市(島根県) 安来市(島根県)

 岡山市(岡山県) 笠岡市(岡山県) 井原市(岡山県) 尾道市(広島県) 安芸太田町(広島県)

 光市(山口県) 山陽小野田市(山口県) 周防大島町(山口県) 徳島市(徳島県) つるぎ町(徳島県)

 西条市(愛媛県) 高知県・高知市病院企業団(高知県) 大牟田市(福岡県) 公立八女総合病院企業団(福岡県) 長崎市(長崎県)

 大村市(長崎県) 上天草市(熊本県) 豊後大野市(大分県) 鹿児島市(鹿児島県) 那覇市(沖縄県)

 沖縄県離島医療組合(沖縄県)         

第３号(平成19年４月)



 

 従来の自治体病院は、地方公営企業法の一部、すなわち「財務規定等」のみ適用して運営され
てきた。しかしこの方法では、経営権の所在がはっきりせず、事業運営上の効率の悪さが指摘さ
れていた。 
 そこで、地方公営企業法の全部を適用し（全適と呼ぶ）、病院事業管理者を設置して、経営責
任の明確化と自立性の拡大による効率的な運営体制の確立を図ろうとする動きが、６～７年前か
ら全国的に激しくなっている。「全適」になると、「病院事業管理者」が置かれ、予算原案の作成、
内部組織の設置、職員の任免、給与などの取り扱い、資産の取得、労働協約の締結など、病院事
業に関するほとんどの権限が、地方公共団体の長から病院事業管理者に委譲される。 
 公立病院の経営は、国立大学附属病院も、国立病院・療養所群の病院も、独立行政法人化され、
その運営のあり方はそれ以前と比べ大きく変わった。同じ公立病院に属する自治体立病院も経営
形態を変えて、時代の変化や逆境に立ち向かうべき時期に来ていると考える。 
 本年４月１日付で青森県、島根県、香川県が「全適」となり、４７都道府県の半数を超えた。
また９市１町も参加してきた。全自治体病院の約３割を占める病院数となっている。 
 診療報酬のマイナス改定、医師不足、看護師不足など、病院経営上かつて経験したことがない
悪状況の中にあって、私達の会が、病院経営にあたってのさまざまな情報を交換し合い、助け合
い、連携して改革の道を進むための大きな力となることを祈念している。 

（速報）第６回全国病院事業管理者・事務責任者会議の日程は８月27 日(月)・28 日(火)に決定しました！
 詳細につきましては会報第４号（５月中旬発送予定）でお知らせします。 


